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総務文教委員会 令和４年８月23日（火）               開会 午前10時 

 

審査の経過概要 

○ 陳情第４号 電源立地地域対策交付金に関する陳情 

濵田洋一委員長 

ただいまから総務文教委員会を開会いたします。 

この際、陳情第４号を議題といたします。 

本日は、先の委員会で決定したとおり、陳情者を参考人としてお呼びしておりますので、

陳情趣旨や意見を聴取したいと思います。 

審査に当たり、参考人から資料の配付がございました。ペーパーレス会議システム及び

各委員の皆様方の御手元にも交付金関係のことについてございますので、御確認をお願い

いたします。 

お呼びした参考人は、陳情者の鶴園良文さんでございます。また、参考人から、補助者

として陳情者の大田基次さん及び奥平一宗さんを同席させたいと求めておられますので、

許可したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認め、補助者の同席を許可いたします。 

それでは、参考人及び補助者は、御入室をお願いいたします。 

 

〔参考人及び補助者入室〕 

 

濵田洋一委員長 

参考人及び補助者に御出席をいただきました。 

参考人及び補助者におかれましては、大変お忙しい中、本委員会の審査のため、御出席

いただき誠にありがとうございます。委員会を代表して御礼申し上げます。 

参考人及び補助者に発言についてお願いがございます。発言される際は、挙手していた

だき、委員長から指名を受けた後にお願いいたします。また、委員会記録作成のため録音

しておりますので、マイクを近づけていただいた上で、マイクのランプが点灯したのを確

認されてからお話しくださるようお願いいたします。 

それでは、陳情趣旨について、参考人に説明を求めます。 

鶴園良文参考人 

おはようございます。 

陳情の内容について、以前も配付しましたけど、まず初めに、鹿児島県地域防災改画で

は、原子力災害対策指標に示されている原子力災害対策重点区域として、発電所よりおお

むね５キロを目安とするＰＡＺ圏内、薩摩川内市発電所よりおおむね５キロから30キロを

目安とするＵＰＺ圏内の阿久根市、いちき串木野市、出水市、日置市、姶良市、鹿児島市、

長島町、さつま町の対策区域を内閣府は明らかにしています。川内地域における原子力災

害対策重点区域は、ＰＡＺ圏内、薩摩川内市、ＵＰＺ圏内は阿久根市を含む７市２町にま

たがる。阿久根市は、５キロから30キロ圏内にＵＰＺ緊急時防護措置を準備する区域であ

る。特に、旧大川中学校跡地まで直線距離で13.4キロしかありません。川内原子力発電所

の１、２号機を、それぞれ、2024年の７月、25年の11月を原則40年の運転期限を迎えます
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が、さらに20年延長を予想されることから、国に対し、県に対して、条件付で、電源立地

地域対策交付金の適正化を図る必要があると考えるために、このことを踏まえ、下記のと

おり陳情しますということです。 

濵田洋一委員長 

補助者の方から補足説明はございませんか。 

〔補助者「ないです」と呼ぶ〕 

参考人の説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

野畑直委員 

陳情者の項目に７項目掲げてありますので、それぞれ質疑がある場合のことを考えて、

陳情項目の１項目から順序よく進めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

濵田洋一委員長 

ただいま、野畑委員から、陳情事項の７項目について、最初の１項目から順次、質疑

を行えればという旨のお話がございましたが、そのように取り計らってよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、陳情事項の１項目めでございますが、この事項につきまして、質疑ござい

ませんか。 

竹之内和満委員 

１項目めということですね。１項目めについては、交付金に対して薩摩川内市と金額

面で差をつけ過ぎるということで、恐らく交付金のアップということを言われていると

思うのですが。今日出た差し替えの資料にもあるんですが、３つの交付金があるんです

が、どの交付金を上げてもらいたいというふうに思われてますか。特に、長期発展対策

交付金というのは今のところは川内だけしか出ないですので、あと、施設等周辺地域の

交付金、移出等交付金、この２つが今のところ阿久根には出ているのですが、この２つ

とも上げてほしいということでしょうか。 

鶴園良文参考人 

今、皆様方に資料を渡しましたけど、これは川内市の資料なんですけど、阿久根市の場

合はこういうふうな形にはなっていません。ただし、国から、要するに川内市の場合を参

考にしたんですけど、令和３年度のやつを見てもらえば分かります。阿久根市の場合は、

令和２年度は9762万2120円に対して、阿久根市の場合は、令和３年度は7547万5934円に

なっているわけです。そうした場合に、薩摩川内市の場合は、16億3465万6000円、令和２

年度。令和３年度でも13億3474万4000円というような形でですね、国から来る分と県から

来る分と薩摩川内市はあります。ただし、阿久根の場合は県から来るというようなことで、

その辺を交渉するのは、議員さんたちがもんでもらって、そして阿久根市長、首長が働き

をしてやる必要があると思います。ただし、７市２町がこういうふうな形になっているの

で、川内市を省いたとしても、６市２町で交渉事をして持っていかないことには、阿久根

だけでできる問題ではないと私は踏んでいるわけです。ですからそういうことをお願いし

たいと思います。 

竹之内和満委員 

川内と周辺地域の１番大きな交付金の差は、先ほど言いました長期発展対策交付金が、
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これが10数億あるもんですから、これは原発を置いている市町村しか入らないということ

ですね。川内との差はほとんどそこなんですよね。この部分を何とかしてほしいというこ

となんでしょうか。それは川内だけではなくて周辺地域にもこういう交付金が欲しいとか

そういうことでしょうか。 

鶴園良文参考人 

今、竹之内議員が言われましたけども、長期交付金、国から来る分ですね。これが要す

るに何とかならんかということで、私は陳情したような形です。ですから県から来る分は、

各市町村もある程度は似たような形になっていますけど、国から来る分が、川内市だけが

要するに大きな金額になってるものですから、大きな差が出ている。これは何とか、県会

議員を使ったり、国会議員を使ってでもですね、これができないものかということで陳情

しました。 

岩崎健二委員 

根拠が不明確であると書いてあるのですが、陳情書に。この根拠が不明確であるとい

うのはどういうことですか。 

鶴園良文参考人 

私たち、この阿久根に住んでいて思うことは、阿久根、大川中学校まででも13.4キロ

しかないんですよ。そういう中で、これを大々的に問題点として掲げないことが要する

に問題であるということで、根拠は不明確であると。要するに我々はもう素人です、私

は素人です。ですから、これは何て言ったらいいかな。ここに書いてありますように、

薩摩川内市に国が電源立地対策交付金として支払っている金額と比較した場合、阿久根

市、いちき串木野市は、距離的な面で考えた場合、20キロ圏内とあまり差がないのに、

金額面で差をつけ過ぎであると。根拠が不明確であると。これを見てもらえば、そうい

う意味を要するに表しているわけです。 

岩崎健二委員 

おっしゃることは、私なんかも常々、九電にも国も陳情を繰り返しております。ただ、

この文章を見る限り、根拠が不明確、その金額の差、なぜ金額の差がこんだけ大きいの

か、その根拠は不明確であるというふうにしか読めないんですが、私が見る限りですよ。

金額の差がなぜこれだけ大きいのかという根拠が分からないというふうに、不明確であ

るとしか見えないんですが、いかがですか。 

鶴園良文参考人 

今、岩﨑議員が言いましたように、そういう見方もあります。ただし、これを議員さん

たちが、もっと深く、本気になっていろんな調査をされて、調べられた結果がそうであれ

ばいいんですけど、ただ私がデータを差し上げたのを見て、この文章を見て根拠が不明確

であるということを言われているように思いますけど、決してそうじゃないんです。要は、

ここにも書いてありますように、川内市が16億3465万6000円いただいているのに、我々は

阿久根市に住んでおって、風向きによっては被害を被るのは我々ですね。私たち市民です。

そこに、令和３年度見た場合に7547万5934円というような金額になっているということ自

体が、もっと、要は、被害を被るのは阿久根市民であり、いちき串木野市民であり、近辺

の市町村であるということを考えた場合は、この辺をもっと深く追求して、要するにやる

べきじゃないかなということで、私はここに、根拠が不明確であるということを書きまし

た。 
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岩崎健二委員 

おっしゃる金額の差については、私なんかも事あるごとに陳情を繰り返し、要望活動

しております。今、陳情者の話を聞いておりますと、いかにも議会が、私なんかが何も

やっていないような言い方にも捉えられないこともありません。そこのところはしっか

りと考えた上で、御発言をお願いしたいと思います。 

それから、この根拠が不明確であるというふうなことを取上げますとですね、根拠に

ついては、経済産業省のエネルギー庁がちゃんと公開しています。なぜ阿久根市はこれ

だけの額になるのか、なぜ川内市がこれだけの額になるのかというのは、エネルギー庁

のホームページを見れば公開しています。その公開している中を見れば、金額の差が出

てくる。エネルギー庁の試算、計算の方法ですよ。計算の方法についてはここを見れば、

必然的に分かってくるはずです。これはもう私なんかでなくても皆さんも誰でも見れる

資料です。だから、根拠が不明確じゃなくて、根拠は明確になっているわけです。根拠

が明確になった上で、執行部あるいは議会も陳情を繰り返している。先ほど言われまし

た阿久根市だけではなかなかうまくいかないので、全体でまとまって動いていただいた

らどうでしょうかというような話をされましたが、現在もその会議もやっております。

やった上で、今の状況になっているわけです。そこのところはぜひ御理解いただきたい

と思いますが、いかがですか、理解していただけますか。 

鶴園良文参考人 

今、大変私は、失礼な発言をしたことに対して、これだけは私も勉強不足だったとい

うふうに理解しています。ただ、令和２年度までは公表されていますけど、令和３年度

はまだそういう形にはなっていませんので、とにかく私もその辺は勉強していきたいと

考えております。 

野畑直委員 

先ほど参考人から、交付金の額について、川内市からこの交付金についての数字はい

ただいたというふうに受け取ったんですが、それで間違いないですか。 

鶴園良文参考人 

私は、川内市に足を運んで、現場100回、これをやった上で、本当は令和３年の資料と

いうのは公表したらいかんらしいんですけど、足を運んだところ、教えていただきまし

た。長島にも行きました。出水にも行きました。さつま町にも行きました。ですから、

やはりそこまでした上で、資料というのは作らないといけないということで、私は常日

頃からそういったことは、裏づけを取った上でやらないといけないというふうな形に

なってるので。今、令和３年度と令和２年度は、それは確かな数字です。 

野畑直委員 

今、参考人から説明がありましたが、陳情書の中身とですね、我々が阿久根市の担当

課の企画調整課から今までの交付金の額について資料を請求してもらいました。その中

で、令和２年度については同じ数字です。令和３年度は、阿久根市からいただいた資料

は、7448万9456円となっておりまして、陳情者がここに書いてあります7547万5934円と

は98万6478円の差があるものですから、この数字を今、参考人は足を運んで調べられた

と言いますけれども、この差について、どっちが正しいとかいう問題ではなくて、今、

言いたいのは、もし陳情者の方の数値が間違ってた場合は、訂正をしなければならない

と思うんです。その中で１回、陳情書が出されて議会で議決されたものは、こういう参
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考人を招致したときでないと訂正が利かないものですから、そこのところが。陳情者は

しっかりと調べたと、しかし、我々が入手した市の企画調整課からの資料と違うもので

すから、ここのところもやはりはっきりしたほうがいいのかなと思っているのです。そ

こら辺は、参考人はどう考えられますか。 

鶴園良文参考人 

今、野畑議長が言われた令和３年度の件。これは、私が企画調整課に行って足を運ん

で、聞いた数字を私は打ち込みました。だから、そこに誤りがあったとしたら、私の聞

き間違いだったと思いますけど。私は、一対一で出た数字を打ち込んでいますので、私

は間違ってないというふうに思いますけど、あえて、それが間違っとった場合は、また

訂正し直さなければいけないと思いますので、そこは、私も今の段階では分かりません。 

野畑直委員 

委員長。ちょっと休憩してもらっていいですか。 

濵田洋一委員長 

休憩に入ります。 

 

（休憩 午前10時23分～午前10時36分） 

 

濵田洋一委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

先ほど御質問があった件については、所管課をお呼びして、参考人及び委員の皆様方

が共通理解していただきますようにお願いしたいと考えております。 

それでは、この陳情事項１項目めについて、ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、２項目めにつきまして、御質問をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

続きまして、３項目めに入ります。御質問ございませんか。 

野畑直委員 

３項目めの文言についてです。３項目めの２行目、20年稼働が予測されることとなっ

ていますけれども、20年の延長ということだと思うんですが、我々は陳情書を審査する

中で、文言についても意味が伝わるような書き方をしてもらったほうがいいのかなと

思っております。多分、延長の問題だと思うのですけど、判断はできるんですけれども

文言としては不適切かなと思ってるんですが。 

鶴園良文参考人 

確かに、予測という言葉をうたっています。これでなくて、延長という言葉を入れる

のが日本語らしい日本語だというふうに思いますけど、私がパソコンで打ち込んだのは

予測というふうな形にしていますので。誠に日本語というのは本当に難しいなというこ

とで改めて今、思っている次第です。ですからこれは予測ではなくて、延長というふう

な形で受け取って欲しいと思います。 

野畑直委員 

参考人がそういうふうに文言の訂正をされない、したくないというような発言ですの

で、私はこれを変えなさいという指示もできませんので、それはそれで受け取ります。 
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濵田洋一委員長 

よろしいですか。 

野畑直委員 

私は、はっきりとやはり、予測ですけれども、これでは意味がちょっと伝わりにくい

と思ったものですから質問をしたのですが、参考人がそういう判断をしてもらいたいと

いうことで、委員会の記録として残っていればいいのかなと思います。 

鶴園良文参考人 

野畑議長には、これは私が日本語として正しくはないということを言いましたよ。で

すから、延長というふうな形にしてほしいと受け取って欲しいということを言ったはず

なんですけど。決してそれに予測をどうのこうのじゃないんです。 

濵田洋一委員長 

鶴薗参考人は、この文言の中で、予測されることということは訂正はしないけれども、

延長という捉え方をして欲しいということをおっしゃるんですよね。 

鶴園良文参考人 

そういうことです。 

濵田洋一委員長 

そういうことだということですが、よろしいですか。 

野畑直委員 

参考人がそのような考えであれば、私のほうから訂正しなさいとかそういうことを言

える立場ではありませんので、そのように受け取りましたということを先ほど申し上げ

ました。 

竹之内和満委員 

３項目めなんですが、もし20年延長をした場合に、福井県の美浜、小浜原発の福井県

が特別交付金をもらってるんですね、周辺市町村、50億円ですね。こっちももらえるか

どうか分かりませんけど、恐らくもらえる可能性が高いと思うのですけれども、それを

アップして欲しいとか、そういうことでしょうかね。もともと福井県も最初は25億とい

うことで国のほうから来ていて、もうちょっと増額してくれということで50億になった

らしいんですが、そういうふうな意味でしょうかね。どうでしょうか。 

鶴園良文参考人 

今の意見なんですけど、その辺はですね、私も勉強不足でよく理解できていません。 

竹之内和満委員 

ここに書かれているのはそういう特別な交付金ではなくて、今までもらっていた交付

金、毎年もらう交付金を増額できないだろうかということでしょうか。 

鶴園良文参考人 

一応そういうことで、文面としては書いております。 

仮屋園一徳委員 

参考人にお聞きします。３項目めで、20年延長はまだ決まっていないのですが、もし20

年延長した場合というような言い方をされてるのですけど、参考人は、この20年延長には

ほぼ容認という考えなのか、それとも、原発全体含めて反対なのか、その辺をお聞かせく

ださい。 
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鶴園良文参考人 

私は、福島みたいな二の舞を、前じゃなくて二の舞ですね、出したくないということで、

一応、私は反対です。ただ、原子力委員会がこれを要するにオーケーとして認めた場合は、

国はそういうふうな動きをするわけですよね。だから、こういう文言を書いております。 

仮屋園一徳委員 

延長には反対だけど、もし延長された場合については交付金のアップをお願いしたいと

いうことなのですか。 

鶴園良文参考人 

はい、そうです。 

仮屋園一徳委員 

はい。考え方は分かりました。 

濵田洋一委員長 

ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

続きまして、第４項目めに移らさせていただきます。質疑ございませんか。 

野畑直委員 

先ほどからちょっと文言にこだわりますけれども、福島の二の舞を出さないようという、

先ほど二の前じゃなくて二の舞というふうに言い直されましたが、私は二の舞とならない

ようというふうな表現がいいのかなというふうに、二の前を出さないという言葉よりも二

の舞とならないようなという文言のほうが適切かなと思うんですが、参考人は書かれてる

んですがどう思われますか。 

鶴園良文参考人 

先ほど来、言っていますけど、本当、日本語というのは難しいなということで、つくづ

く思います。ですから、今後は、改めて陳情書を、仮に、次出すときには、本当、目を通

して間違いがないようにしたいと思います。 

野畑直委員 

これについても、やはり、今、そういうふうに言われますけれども、勉強してと言われ

ますけれども、委員会としてですね、私も広辞苑を調べたときに、二の前っていうのは言

葉をひけば二の舞っていうのが出てくるので、その二の舞をというのは前の人の失敗を繰

り返すということで、恐らく参考人もそういう意味合いで書かれたと思うんですよ。でも、

委員会として、ここはやはり委員会の中で指摘をさせていただかないと、阿久根市議会、

総務文教委員会としてここを問題にしないわけにはいかないと思って、今、発言をしてい

るんです。だからこの訂正も、してもらったほうがいいのかなと思って発言しました。 

鶴園良文参考人 

これは要するに、私として、訂正したいと思います。 

濵之上大成委員 

休憩をお願いします。 

濵田洋一委員長 

暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午前10時46分～午前10時53分） 
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濵田洋一委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

ただいま、陳情事項４項目めの文言の件について質疑等終わったわけですけど、ほかに

この４項目めのことについてございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なしということでありますので、次の５項目めに移らさせていただきます。 

御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

５項目めにつきましては、質疑なしということでございます。 

続きまして、６項目めにつきまして、質疑をお願いいたします。 

牟田学委員 

インフラ整備を早急に図るとありますが、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事

業交付金というのがありまして、平成29年から平成31年度までに阿久根市に６億円交付

金が来ております。その中で、避難道路として市道の改良工事、槝之浦深田線、尾城線、

愛宕鼻線、上原桐野線といったように市もやっております。市民交流センターの整備と

か、その６億円の中でそういった避難道路として改良工事もやっております。そこ辺り

は理解してもらえますか。 

鶴園良文参考人 

理解した上で、今、要はいろんな過疎のところに行けば、もう道はでこぼこ、そうい

うところが、大川地区を見ても尻無を見てもあるわけです。ですから、そういったイン

フラの整備に今の交付金がちょっとアップすれば、そちらのほうに回されたらどうです

かということを要するにうたってるわけですよ。ですから、ただ、過去の実績じゃなく

て、今の、現在のことを私は。見て回ってください。見て回れば、今の国道であっても

でこぼこしてますよね。普通の一般道路であってもでこぼこしてますよ。ですから、そ

ういったのに今のお金を回したらどうですかということです。 

牟田学委員 

今、参考人が言われたのも分かりますけれども、議会も、各地区の要望が上がれば、

やはり見に行ってやっております、折口でもですね。ただ、都市建設課に話を聞けば、

400件ぐらいの要望が来ているわけです、市の全体で。だからそれを全部というわけには

なかなかいきませんので、それは緊急性があったりというところで、やはり市のほうも

やっていると思っております。だから、議会としても、そこは要望があって現場を見た

りとか、そういうのはやっておりますので、予算が伴いますのでそこあたりは了解して

もらいたいなと思います。 

濵田洋一委員長 

ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、なしということで、続きまして、７項目めに移ります。 

質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、７項目めにつきましてもなしということでありますので、そのようにした
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いと思います。 

それでは、先ほど、所管課に出席をいただいて交付金等につきまして説明をいただく

ということで話をしてまいりましたが、ただいま所管課が準備ができたということであ

りますので入室を許可したいと思います。 

 

〔企画調整課入室〕 

 

濵田洋一委員長 

それでは、所管課であります企画調整課に入室いただきました。 

先ほど、この陳情事項１番目の令和３年度の電源立地交付金対策交付金等について、

陳情者が出された数字と、前回、企画調整課に質疑をした時にいただいた資料の交付金

の数字に若干差異があるということでありますので、福島課長におかれましては大変申

し訳ございませんが、分かりやすくゆっくりとお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

福島企画調整課長 

それでは、令和３年度の阿久根市が受けた原発関係の補助金について説明させていた

だきます。令和３年度につきまして、阿久根市が受けた補助金につきまして、まず、電

源立地地域対策交付金、こちらにつきましては7448万9456円ということで、前回、年度

別推移でもお示しした額のとおりというところでございます。原発関係といたしまして

は、こちらの先ほど申し上げた電源立地地域対策交付金に加えまして、広報調査等交付

金というものも受けておりまして、こちらにつきましては原発関係の広報に使うという

使途で交付されているということで、パンフレットスタンドの購入ですとか、あとは原

発関係も含めて広報に使うということでマイクセット、こういったものを購入してるも

のでございますが、こちらにつきまして、令和３年度につきましては98万5478円交付さ

れております。以上の電源立地地域対策交付金、それから広報調査等交付金を足しまし

た合計額が7547万4934円ということでございまして。もう一度申し上げます。7547万

4934円。こちらが電源立地地域対策交付金と広報調査等交付金を足した、令和３年度に

受けた阿久根市の補助金の合計額となります。 

濵田洋一委員長 

ただいま、所管課長から説明がございました。 

これで了解していただけましたでしょうか。 

参考人の方々も了解していただきましたでしょうか。 

鶴園良文参考人 

私が聞いた話では、岩下係長じゃなかったんですけど、7547万5934円ということで聞い

たもんでですね、1000円違いますけど、私がまだ耳が悪くはないし、これを書き間違った

のかなあと思って、その辺が、ちょっと考えてます。一応そういうことで、名前を言うわ

けにはいきませんけど、岩下係長、そういうことで私は聞いた話を打ち込んだんですよ。

そういうことです。 

濵田洋一委員長 

分かりました。 

それでは退席をしてよろしいですよね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

〔企画調整課退室〕 

 

濵田洋一委員長 

ただいま、所管課に聞き取りをしましたところ、電源立地地域対策交付金並びに広報調

査等交付金ということで7547万4934円ということでありました。しかし、先ほど電源立地

交付金のみの話、質疑が委員からあったわけですけれども、新たにまた、1,000円違う金

額が出てきたわけですが。 

ちょっと休憩に入ります。 

 

（休憩 午前11時５分～午前11時39分） 

 

濵田洋一委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

先ほど休憩中で一部申し上げましたが、この陳情につきまして、陳情事項１項目めから

７項目めまでやりましたけれども、ほかに御質疑等ございませんか。 

竹之内和満委員 

文言を修正しないということですかね。ただ、明らかに間違ってる部分があるんですが。 

濵田洋一委員長 

よろしいですか。私へのということでございますが、文言、数字ともこのままでお願い

したいという旨のお話がございましたので、了承したということでございます。 

竹之内和満委員 

口頭の修正もしないということでよろしいですか。 

濵田洋一委員長 

はい。そのまま、このとおりということでございます。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは参考人の方、補助者の方々に質疑等ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、最後に、参考人からございますか。 

〔鶴園良文参考人「ありません」と呼ぶ〕 

補助者の方々からございますか。 

〔大田基次補助者「ないです」と呼ぶ〕 

なければ、以上で参考人への質疑を終了いたします。 

それでは、私から御礼を申し上げます。 

参考人及び補助者におかれましては、大変お忙しい中、御出席くださいましたことに心

から感謝申し上げます。本日お伺いしたことを今後の審査に生かしてまいりたいと思って

おります。誠にありがとうございました。 

それでは、退室をされて結構です。 

 

〔参考人及び補助者退室〕 
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濵田洋一委員長 

続きまして、そのほかの審査方法について、御意見をお伺いいたします。 

野畑直委員 

先ほど担当課を呼んで、新たな交付金の名称との差がよく分かりました。98万5478円の

差については理解をしました。 

しかしながらですね、参考人はこの陳情書の文言はもう訂正をしないということでした。

しかしながら、この数字の98万5478円という数字は、電源立地地域対策交付金として企画

調整課は参考に教えているわけですから、今後、このようなことがないように、もう

ちょっときちんと参考人にも数字を示して、名称もきちんと話すことが大事かなと思って

おります。 

参考人がこの陳情書の中身についてはもうこのまま変更はしないということですので、

これによって審査をしていかなければならないのですが、この前８月９日の執行部への質

疑の中で、福島企画調整課長から、ちょっと気になるところがあったんですが、要望に対

して今年度も７月14日に理事会総会を開きまして、８月１日、２日に内閣府、資源エネル

ギー庁、経済産業省への中央要望を行ったというふうに聞いておるところです。これは担

当課として、要望活動をやっております。中身についてはこうですというような発言をし

てもらわないと。この陳情者の趣旨をもう少し理解した上での発言をしてもらいたいと思

いますので、この辺については、再度、企画調整課との話をする必要があるのかないのか、

私はそういう、この前から、この交付金の制度については面積を含めてやるべきだと。Ｕ

ＰＺ圏内の30キロの面積についても把握すべきだというふうに申し上げておりましたので、

そのことについても、やはり、担当課をもう１回呼んで聞く必要もあるのかなと思ってお

ります。 

濵田洋一委員長 

ほかの委員の方からございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ただいま、野畑委員から、先日開催されました委員会での所管課の説明等について、改

めて質疑等、また、要望活動等を実施しているということでございますので、その具体的

内容、数字も含めた具体的内容等について、市の要望の状況等を、再度、所管課をお呼び

した中で審査するというようなことでございますが、このことに対し、そのようにしてよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そして、所管課からの説明、そしてそれに対する質疑等を踏まえた審査を行った中で、

改めて、参考人を今日お呼びしたわけですけれども、正式な陳情の内容ということで、再

度、委員会で審査をした後に結論を出していきたいと私自身は思いますが、そのように進

めてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認め、そのように決しました。 

先ほどありました、所管課からの説明または質疑等の日程につきましては、委員長に御

一任願いたいというふうに思いますが、それでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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御異議なしと認め、そのように決しました。 

以上で、本日の総務文教委員会を散会いたします。 

 

（散会 午前11時47分） 

 

総務文教委員会委員長  濵 田 洋 一 


